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新複合化相談施設整備事業（旧手形住吉町公舎解体工事）について

令和２年２月２６日

財 産 活 用 課

１ 概 要

平成２８年度末で廃止された旧手形住吉町公舎の敷地に、中央児童相談所、女性

相談所、福祉相談センター及び精神保健福祉センターの４施設を複合化した新複合

化相談施設を整備するため、公舎建物等の解体工事を実施する。

また、工事期間が２カ年に渡るため、継続費を設定する。

２ 事業内容

（１）施設名・所在

旧手形住吉町公舎 秋田市手形住吉町地内

（２）内容

・工事内容：住棟ＲＣ造４階建て４棟、付属棟８棟及び外構その他の解体並び

に撤去

解体建物延べ床面積 ５，４９３．１７㎡

・予定工期：令和２年６月～令和３年７月までの２カ年

・金 額：６３１，９７２千円 （継続費設定額)

令和２年度 ５２３，１７４千円

令和３年度 １０８，７９８千円

（位置図） （建物配置）

１号棟

２号棟

３号棟

４号棟

資料１
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秋田県行政財産使用料徴収条例の一部を改正する条例案について

令和２年２月２６日

財 産 活 用 課

１ 改正理由

行政財産の使用に係る使用料については、県が管理する道路の占用料と同額とし

ているため、秋田県道路占用料徴収条例の一部改正に伴い、改正する。

２ 改正内容

行政財産に行政財産目的以外の工作物やその他の物件、又は施設を設けて行政財

産を使用しようとする場合の使用料の額等を改正する。

３ 施行期日

この条例は、令和２年４月１日から施行することとする。

資料２
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秋
田
県
行
政
財
産
使
用
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案
新
旧
対
照
表

新

旧

別
表

（第
二
条
関
係
）

別
表

（第
二
条
関
係
）

使
用
料
の
額

使
用
料
の
額

区
分

単
位

所
在
地

区
分

単
位

所
在
地

第

一
級
地

第
二
級
地

第
三
級
地

第

一
級
地

第
二
級
地

第
三
級
地

第

一
種
電
柱

一
本
に

五

一
〇
円

四
二
〇
円

三
八
〇
円

第

一
種
電
柱

一
本
に

四
四
〇
円

三
五
〇
円

三
〇
〇
円

第
二
種
電
柱

つ
き

一

七
九
〇
円

六
五
〇
円

五
八
〇
円

第
二
種
電
柱

つ
き

一

六
八
〇
円

五
四
〇
円

四
七
〇
円

第
三
種
電
柱

年

一
、

一
〇
〇

八
八
〇
円

七
八
〇
円

第
三
種
電
柱

年

九
二
〇
円

七
三
〇
円

六
三
〇
円

円

第

一
種
電
話

四
六
〇
円

三
八
〇
円

三
四
〇
円

第

一
種
電
話

四
〇
〇
円

三
二
〇
円

二
七
〇
円

柱

柱

第
二
種
電
話

七
三
〇
円

六

一
〇
円

五
四
〇
円

第
二
種
電
話

六
三
〇
円

五
〇
〇
円

四
四
〇
円

柱

柱

第
三
種
電
話

一
、
〇
〇
〇

八
三
〇
円

七
四
〇
円

第
三
種
電
話

八
七
〇
円

六
九
〇
円

六
〇
〇
円

柱

円

柱

そ
の
他
の
柱

四
六
円

三
八
円

三
四
円

そ
の
他
の
柱

四
〇
円

三
二
円

二
七
円

類

類

標
識

七
三
〇
円

六

一
〇
円

五
四
〇
円

標
識

六
三
〇
円

五
〇
〇
円

四
四
〇
円

共
架
電
線
そ

長
さ

一

五
円

四
円

三
円

共
架
電
線
そ

長
さ

一

四
円

三
円

三
円

の
他
上
空
に

メ
ー
ト

の
他
上
空
に

メ
ー
ト

設
け
る
線
類

ル
に
つ

設
け
る
線
類

ル
に
つ

地
下
に
設
け

き

一
年

三
円

二
円

二
円

地
下
に
設
け

き

一
年

二
円

る
電
線
そ
の

る
電
線
そ
の

他
の
線
類

他
の
線
類

水

外
径
が

一
九
円

一
六
円

一
四
円

水

外
径
が

一
七
円

一
三
円

一
一
円

管

〇

・
〇

管

〇

・
〇

、

七
メ
ー

、

七
メ
ー
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下

ト
ル
未

下

ト
ル
未

水

満
の
も

水

満
の
も

道

の

道

の

管

外
径
が

二
七
円

二
三
円

二
〇
円

管

外
径
が

二
四
円

一
九
円

一
六
円

、

〇

・
〇

、

〇

・
〇

ガ

七
メ
ー

ガ

七
メ
ー

ス

ト
ル
以

ス

ト
ル
以

管

上
〇

・

管

上
〇

・

そ

一
メ
ー

そ

一
メ
ー

の

ト
ル
未

の

ト
ル
未

他

満
の
も

他

満
の
も

こ

の

こ

の

れ

外
径
が

四

一
円

三
四
円

三
〇
円

れ

外
径
が

三
六
円

二
八
円

二
四
円

ら

〇

・
一

ら

〇

・
一

に

メ
ー
ト

に

メ
ー
ト

類

ル
以
上

類

ル
以
上

す

〇

・
一

す

〇

・
一

る

五
メ
ー

る

五
メ
ー

物

ト
ル
未

物

ト
ル
未

件

満
の
も

件

満
の
も

の

の

外
径
が

五
五
円

四
五
円

四

一
円

外
径
が

四
七
円

三
八
円

三
三
円

〇

・
一

〇

・
一

五
メ
ー

五
メ
ー

ト
ル
以

ト
ル
以

上
〇

・

上
〇

・

二
メ
ー

二
メ
ー

ト
ル
未

ト
ル
未

満
の
も

満
の
も

の

の
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外
径
が

八
二
円

六
八
円

六

一
円

外
径
が

七

一
円

五
七
円

四
九
円

〇

・
二

〇

・
二

メ
ー
ト

メ
ー
ト

ル
以
上

ル
以
上

〇

・
三

〇

・
三

メ
ー
ト

メ
ー
ト

ル
未
満

ル
未
満

の
も
の

の
も
の

外
径
が

一
一
〇
円

九

一
円

八

一
円

外
径
が

九
五
円

七
六
円

六
五
円

〇

・
三

〇

・
三

メ
ー
ト

メ
ー
ト

ル
以
上

ル
以
上

〇

・
四

〇

・
四

メ
ー
ト

メ
ー
ト

ル
未
満

ル
未
満

の
も
の

の
も
の

外
径
が

一
九
〇
円

一
六
〇
円

一
四
〇
円

外
径
が

一
七
〇
円

一
三
〇
円

一
一
〇
円

〇

・
四

〇

・
四

メ
ー
ト

メ
ー
ト

ル
以
上

ル
以
上

〇

・
七

〇

・
七

メ
ー
ト

メ
ー
ト

ル
未
満

ル
未
満

の
も
の

の
も
の

外
径
が

二
七
〇
円

二
三
〇
円

二
〇
〇
円

外
径
が

二
四
〇
円

一
九
〇
円

一
六
〇
円

〇

・
七

〇

・
七

メ
ー
ト

メ
ー
ト

ル
以
上

ル
以
上

一
メ
ー

一
メ
ー

ト
ル
未

ト
ル
未
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満
の
も

満
の
も

の

の

外
径
が

五
五
〇
円

四
五
〇
円

四

一
〇
円

外
径
が

四
七
〇
円

三
八
〇
円

三
三
〇
円

一
メ
ー

一
メ
ー

ト
ル
以

ト
ル
以

上
の
も

上
の
も

の

の

変
圧
塔
そ
の

一
個
に

九

一
〇
円

七
六
〇
円

六
八
〇
円

変
圧
塔
そ
の

一
個
に

七
九
〇
円

六
三
〇
円

五
四
〇
円

他
こ
れ
に
類

つ
き

一

他
こ
れ
に
類

つ
き

一

す
る
も
の
及

年

す
る
も
の
及

年

び
公
衆
電
話

び
公
衆
電
話

所

所

郵
便
差
出
箱

三
八
〇
円

三
二
〇
円

二
八
〇
円

郵
便
差
出
箱

三
三
〇
円

二
七
〇
円

二
三
〇
円

及
び
信
書
便

及
び
信
書
便

差
出
箱

差
出
箱

広
告
塔
、
看

表
示
面

一
、
九
〇
〇

九
六
〇
円

六
七
〇
円

広
告
塔
、
看

表
示
面

一
、
七
〇
〇

九
六
〇
円

六
七
〇
円

板
及
び
ポ
ス

積

一
平

円

板
及
び
ポ
ス

積

一
平

円

タ
ー

方
メ
ー

タ
ー

方
メ
ー

ト
ル
に

ト
ル
に

つ
き

一

つ
き

一

年

年

旗
ざ
お

一
本
に

一
九
円

一
〇
円

七
円

旗
ざ
お

一
本
に

一
七
円

一
〇
円

七
円

つ
き

一

つ
き

一

日

日

そ

土
地
の

使
用
面

一
平
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り
の
公
有
財
産
台
帳

そ

土
地
の

使
用
面

一
平
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り
の
公
有
財
産
台
帳

の

使
用
に

積

一
平

価
格
に
百
分
の
四
を
乗
じ
て
得
た
額

の

使
用
に

積

一
平

価
格
に
百
分
の
四
を
乗
じ
て
得
た
額

他

係
る
も

方
メ
ー

他

係
る
も

方
メ
ー

の

の

ト
ル
に

の

の

ト
ル
に

も

建
物
又

つ
き

一

一
平
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り
の
公
有
財
産
台
帳

も

建
物
又

つ
き

一

一
平
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り
の
公
有
財
産
台
帳

の

は
工
作

年

価
格
に
百
分
の
八

・
八
を
乗
じ
て
得
た
額

の

は
工
作

年

価
格
に
百
分
の
八

・
八
を
乗
じ
て
得
た
額
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物
の
使

物
の
使

用
に
係

用
に
係

る
も
の

る
も
の

備
考

備
考

一

所
在
地
と
は
使
用
物
件
の
所
在
地
を
い
い
、
そ
の
区
分
は
、
次
の

一

所
在
地
と
は
使
用
物
件
の
所
在
地
を
い
い
、
そ
の
区
分
は
、
次
の

と
お
り
と
し
、
各
年
度
の
初
日
後
に
使
用
物
件
の
所
在
地
の
区
分
に

と
お
り
と
し
、
各
年
度
の
初
日
後
に
使
用
物
件
の
所
在
地
の
区
分
に

変
更
が
あ
っ
た
場
合
は
、
同
日
に
お
け
る
そ
の
区
分
に
よ
る
。

変
更
が
あ
っ
た
場
合
は
、
同
日
に
お
け
る
そ
の
区
分
に
よ
る
。

㈠

第

一
級
地

略

㈠

第

一
級
地

略

㈡

第
二
級
地

能
代
市
、
大
館
市

、
潟
上
市
及
び
南
秋

㈡

第
二
級
地

能
代
市
、
大
館
市
、
湯
沢
市
、
潟
上
市
及
び
南
秋

田
郡
八
郎
潟
町
の
区
域
を
い
う
。

田
郡
八
郎
潟
町
の
区
域
を
い
う
。

㈢

第
三
級
地

略

㈢

第
三
級
地

略

二
～
十

略

二
～
十

略


